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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第69期

第１四半期
連結累計期間

第70期
第１四半期
連結累計期間

第69期

会計期間
自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日

自 平成30年４月１日
至 平成30年６月30日

自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日

売上高 (百万円) 50,484 48,815 239,536

経常利益又は経常損失(△) (百万円) △1,924 △1,883 362

親会社株主に帰属する
四半期純損失(△)
又は親会社株主に帰属する
当期純利益

(百万円) △2,156 △2,084 301

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) △1,548 △2,312 724

純資産額 (百万円) 44,106 41,760 46,279

総資産額 (百万円) 186,603 186,052 179,446

１株当たり四半期純損失(△)
又は１株当たり当期純利益

   (円) △229.89 △222.23 32.15

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益

   (円) ― ― 32.15

自己資本比率    (％) 22.5 21.3 24.5
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．第69期第１四半期連結累計期間及び第70期第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失が計上されているため、記載しており

ません。

４. 平成29年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しております。前連結会計年度の期

首に当該株式併合が行われたと仮定し、「１株当たり四半期純損失(△)又は１株当たり当期純利益」及び

「潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益」を算定しております。

　５.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を当第１四半

期連結累計期間の期首から適用しており、前第１四半期連結累計期間及び前連結会計年度に係る主要な経営指

標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）が営む事業内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等又は前事

業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社および連結子会社）が

判断したものであります。

　

(1) 財政状態及び経営成績の状況

当社グループの当第1四半期連結累計期間の売上高は、新設住宅着工戸数の持家が引き続き低調に推移したこ

となどにより、488億15百万円（前年同期比3.3%減少）となりました。なお、営業損失は18億34百万円(前年同期

は営業損失18億47百万円)、経常損失は18億83百万円(前年同期は経常損失19億24百万円)、親会社株主に帰属す

る四半期純損失は20億84百万円(前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失21億56百万円)となりました。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

① 建築資材事業

建築資材事業では、「耐震」「健康」「環境貢献」をテーマに掲げ、「住まいの耐震博覧会」「木と住まいの

大博覧会」の開催等を通じて、木造住宅の耐震化と国産木材の利用促進、中・大規模木造建築物の受注などによ

る建築資材の販売拡大に努めております。また、販売店様および取引先工務店様に対し、「スマートウェルネ

ス」「脱炭素」の観点から断熱性能が高く、経済性にも優れた住宅の提案等を積極的に推進し、仕入れ・販売双

方の取引先との関係強化と取引額の拡大に努めております。

 当第１四半期連結累計期間における本事業の売上高は397億31百万円（前年同期比0.6%減少）となり、営業利

益は1億42百万円（前年同期比61.0%減少）となりました。

② 住宅事業

住宅事業では、長期優良住宅の認定基準を上回る性能を確保した一戸建住宅「パワーホーム」の販売強化と供

給の拡大に加え、資材調達、物流、施工体制の効率化等による収益の確保に努めております。また、免震構造マ

ンション「ノブレス」の販売およびナイス住まいの情報館「住まいるＣａｆｅ」における営業強化と、過去に供

給を行ったお客様に対するメンテナンス・リフォームの提案にも積極的に取り組んでおります。

当第１四半期連結累計期間における本事業の売上高は75億円（前年同期比15.0%減少）となり、営業損失は15

億5百万円（前年同期は営業損失15億84百万円）となりました。

③ その他の事業

その他の事業の売上高は15億83百万円（前年同期比6.7%減少）となり、営業利益は10百万円（前年同期比

349.7%増加）となりました。

 
総資産は、前連結会計年度末に比べ66億5百万円増加し、1,860億52百万円となりました。現金及び預金は減少し

ましたが、受取手形及び売掛金、たな卸資産が増加したことなどによるものです。

負債は、前連結会計年度末に比べ111億24百万円増加し、1,442億91百万円となりました。支払手形及び買掛金は

減少しましたが、借入金が増加したことなどによるものです。

純資産は、前連結会計年度末に比べ45億18百万円減少し、417億60百万円となりました。親会社株主に帰属する

四半期純損失の計上や配当金の支払いなどによる利益剰余金の減少などによるものです。

なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を当第１四

半期連結会計期間の期首から適用しており、財政状態については遡及処理後の前連結会計年度末の数値で比較を

行っております。

 

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題は

ありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会

社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

Ⅰ 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、平成20年５月15日開催の当社取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在

り方に関する基本方針（会社法施行規則第118条第３号本文に規定されるもの）（以下「基本方針」といいま

す。）を、以下のとおり定めております。

当社はその株式を上場し自由な取引を認める以上、支配権の移転を伴う当社株式の大量取得提案に応じるか否

かの判断は、最終的には株主の皆様の意思に委ねられるべきものと考えております。また、当社は、大量取得行

為であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありま

せん。

しかしながら、大量取得提案の中には、①買付目的や買付後の経営方針等に鑑み、企業価値ひいては株主共同

の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、②株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、③

対象会社の取締役会や株主の皆様が大量取得行為の条件等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替
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案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損

するものも少なくありません。

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企

業価値ひいては株主共同の利益の継続的な確保・向上に資する者であるべきであり、当社の企業価値ひいては株

主共同の利益を毀損するおそれのある大量取得提案を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者

として適当ではないと考えます。したがって、このような者による大量取得行為に対しては必要かつ相当な手段

を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。

Ⅱ　具体的な取組み

(A)当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組みについて

当社は、以下のグループ中期経営計画(以下「本計画」といいます。)を策定し、さらなる企業価値の向上を

図ってまいります。

本計画は、平成32年３月期以降の国内外の住宅市場の変化に対応すべく、現在の事業基盤の強化・再構築およ

び収益力の向上を図るもので、事業ドメインを「木」と「住まい」とし、コア事業である建築資材事業と住宅事

業においてはこれらの領域における当社グループの強みを生かし、営業・販売体制の確立と商品開発等を推進す

るほか、建設事業、ストック型事業、海外事業等の各分野においても優位性を発揮しつつ、収益に貢献できる事

業を確立してまいります。また、目標達成のための主要課題として、(a)「木」と「住まい」におけるグループ

総合力を生かした事業基盤の構築、(b)建築資材事業の重点戦略、(c)住宅事業の重点戦略、(d)建設事業、ス

トック型事業、海外事業の展開及び(e)持続可能な企業グループ体制の確立に努めてまいります。

また、当社は、持株会社体制としております。これにより、グループ経営と事業・業務の執行機能を分け、効

率的かつ適法なマネジメントの仕組みの構築に努めている他、監査役５名のうち３名は独立性の高い社外監査役

とし、経営の健全性及び意思決定のプロセスに対する監査機能の強化を図っております。更に、取締役の任期を

１年とし、経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制を確立するとともに社外取締役を３名選任する

など、コーポレートガバナンス体制の強化・充実に取組んでおります。加えて、役員の指名・報酬等に係る取締

役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化、あわせて当社のコーポレートガバナンスの一層の充実を図るた

め、平成29年３月より取締役会の任意の諮問機関として独立役員を主要な構成員とする「指名・報酬委員会」を

設置し、特に重要な事項に関する検討に当たり独立社外役員の適切な関与・助言を得ています。また、コンプラ

イアンスについては、当社グループ共通の「ナイスグループ行動基準」を制定し、遵守の徹底を行っておりま

す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(B)基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するため

    の取組み　

当社は、平成29年５月12日開催の当社取締役会において、当社株式の大量取得行為に関する対応策を、第68回

定時株主総会における株主の皆様の承認を条件として更新することを決議し（以下、更新後の対応策を「本プラ

ン」といいます。）、同定時株主総会において本プランを更新することの承認を得ております。

本プランは、当社株式に対する大量取得行為等が行われた際に、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案

し、あるいは株主の皆様がかかる大量取得行為等に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保

し、株主の皆様のために交渉を行うこと等を可能とするものであり、また、基本方針に沿って、当社の企業価

値・株主共同の利益を確保・向上させることを目的としています。

本プランは、(i)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20％以上となる買付、又は

(ii)当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所

有割合の合計が20％以上となる公開買付け（以下、併せて「買付等」といいます。）を対象とします。

当社の株券等について買付等が行われる場合、当該買付等を行う買付者等には、当社取締役会が別途認めた場

合を除き、買付等の実行に先立ち、買付等の内容の検討に必要な情報及び本プランに定める手続を遵守する旨の

誓約文言等を記載した書面の提出を求めます。その後、買付者等から提出された情報や当社取締役会からの意見

や根拠資料、当該買付等に対する代替案（もしあれば）が、当社経営陣から独立した者から構成される独立委員

会に提供されます。独立委員会は、原則として最長60日間の検討期間を設定し、その間、買付等の内容の検討、

当社取締役会の提示した代替案の検討、買付者等との交渉、株主に対する当社取締役会の代替案の提示等を行い

ます。独立委員会は、必要があれば、外部専門家等の助言を独自に得ることができます。当社は、買付者等が現

れた事実、買付者等から情報が提供された事実、独立委員会による検討が開始した事実等について、株主に対す

る情報開示を行います。

独立委員会は、買付者等が本プランに規定する手続を遵守しなかった場合、又は当該買付等の内容の検討、買

付者等との協議・交渉の結果、買付者等による買付等が当社の企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害を

もたらすおそれのある買付等であるなど、本プランに定める新株予約権の無償割当ての要件のいずれかに該当す

ると判断し、かつ、以下に記載する内容の新株予約権の無償割当てを実施することが相当であると判断した場合

には、独立委員会規則に従い、当社取締役会に対して、かかる新株予約権の無償割当てを実施することを勧告し

ます。また、独立委員会は、新株予約権の無償割当てを実施することが相当であると判断する場合でも、新株予

約権の無償割当ての実施について株主総会の決議を得ることが相当であると判断するときは、当社取締役会に、

株主総会の招集、新株予約権無償割当ての実施に関する議案の付議を勧告するものとします。当社は、独立委員

会が勧告等を行った場合、当該勧告等につき情報開示を行います。

この新株予約権は、１円（又は当社株式１株の時価の２分の１の金額を上限として当社取締役会が新株予約権

無償割当ての決議において定める金額）を払い込むことにより、原則として当社株式１株を取得することができ

るものですが、買付者等による権利行使が認められないという行使条件が付されています。また、当社が買付者

等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得することができる旨の取得条項が付されており、当社がか

かる条項に基づく取得をする場合、新株予約権１個と引換えに、原則として当社株式１株が交付されます。当社

取締役会は、独立委員会の上記勧告を最大限尊重して新株予約権無償割当ての実施もしくは不実施の決議、又は
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株主総会の招集を行うものとします。当社取締役会は、上記決議を行った場合速やかに、当該決議の概要その他

当社取締役会が適切と判断する事項について、情報開示を行います。新株予約権の行使又は当社による取得に

伴って買付者等以外の株主の皆様に当社株式が交付された場合には、買付者等の有する当社の議決権割合は、最

大２分の１まで希釈化される可能性があります。

本プランの有効期間は、平成32年３月末日に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までです。　

　但し、当該有効期間の満了前であっても、(i)当社の株主総会において本プランにかかる新株予約権の無償割

当てに関する事項の決定についての取締役会への委任を撤回する旨の決議が行われた場合、又は、(ii)当社取締

役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになりま

す。

本プランの有効期間中であっても、新株予約権の無償割当てが実施されていない場合、株主及び投資家の皆様

に直接具体的な影響が生じることはありません。他方、本プランが発動され、新株予約権の無償割当てが実施さ

れた場合、株主の皆様が、新株予約権行使の手続を行わないと、その保有する当社株式全体の価値が希釈化され

る場合があります（但し、当社が当社株式を対価として新株予約権の取得を行った場合、保有する当社株式全体

の価値の経済的な希釈化は生じません。）。

Ⅲ　上記の各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

前記Ⅱ(A)に記載した様々な施策は、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるため

の具体的方策であり、当社の基本方針に沿うものです。

前記Ⅱ(B)に記載した本プランは、当社株券等に対する買付等が行われる場合に、当該買付等に応じるべきか

否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案するために必要な情報や時間を

確保し、株主の皆様のために買付者等と協議・交渉等を行うことを可能とすることにより、当社の企業価値・株

主共同の利益を確保するための枠組みであり、基本方針に沿うものです。特に、本プランは、株主総会において

本プランに係る委任決議がなされることにより更新されたものであること、その内容として合理的かつ詳細な客

観的要件が設定されていること、独立性の高い社外者のみから構成される独立委員会が設置されており、本新株

予約権の無償割当ての実施等に際しては必ず独立委員会の判断を経ることが必要とされていること、独立委員会

は当社の費用で第三者専門家の助言を得ることができるとされていること、有効期間が３年と定められた上、株

主総会又は取締役会によりいつでも廃止できるとされていることなどにより、その公正性・客観性が担保されて

おり、高度の合理性を有し、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的

とするものではありません。

　

(3) 研究開発活動

該当事項はありません。

　

(4) 従業員数

当第１四半期連結累計期間において、連結会社又は提出会社の従業員数の著しい増減はありません。

　

(5) 仕入及び販売実績

当第１四半期連結累計期間において、仕入実績及び販売実績の著しい増減はありません。

　

(6) 主要な設備

当第１四半期連結累計期間において、主要な設備の著しい変動及び前連結会計年度末における計画の著しい変更

はありません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 29,069,600

計 29,069,600
 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成30年６月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成30年８月９日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 9,656,119 9,656,119
東京証券取引所
市場第一部

単元株式数
100株

計 9,656,119 9,656,119 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成30年４月１日～
平成30年６月30日

― 9,656 ― 22,069 ― 10,596
 

 

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」につきましては、株主名簿の記載内容が確認できないた

め、記載することができないことから、直前の基準日（平成30年３月31日）に基づく株主名簿による記載をして

おります。

① 【発行済株式】

   平成30年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 ― ―

277,400

完全議決権株式(その他)
普通株式

93,364 ―
9,336,400

単元未満株式
普通株式

― ―
42,319

発行済株式総数 9,656,119 ― ―

総株主の議決権 ― 93,364 ―
 

(注) １　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が200株（議決権２個）含

まれております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が93株含まれております。

 

② 【自己株式等】

  平成30年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式) 神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央四丁目33番１号

277,400 ― 277,400 2.87
すてきナイスグループ㈱

計 ― 277,400 ― 277,400 2.87
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成30年４月１日から平成

30年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成30年４月１日から平成30年６月30日まで）に係る四半期連結

財務諸表について、監査法人原会計事務所による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成30年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 15,615 13,981

  受取手形及び売掛金 ※3  29,758 ※3  31,580

  商品 9,505 10,971

  販売用不動産 39,626 46,395

  未成工事支出金 822 1,804

  その他 6,262 5,013

  貸倒引当金 △45 △44

  流動資産合計 101,546 109,702

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 11,373 13,651

   土地 36,156 36,260

   その他（純額） 3,833 4,157

   有形固定資産合計 51,363 54,068

  無形固定資産 1,009 1,081

  投資その他の資産   

   投資有価証券 15,255 13,087

   その他 10,489 8,328

   貸倒引当金 △217 △216

   投資その他の資産合計 25,527 21,198

  固定資産合計 77,900 76,349

 資産合計 179,446 186,052

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 ※3  36,733 ※3  33,162

  短期借入金 41,083 52,289

  1年内償還予定の社債 2,440 2,440

  未払法人税等 645 180

  引当金 1,080 546

  その他 7,999 9,310

  流動負債合計 89,982 97,929

 固定負債   

  社債 200 200

  長期借入金 29,222 32,628

  退職給付に係る負債 1,172 1,170

  資産除去債務 41 41

  その他 12,548 12,322

  固定負債合計 43,183 46,362

 負債合計 133,166 144,291
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成30年６月30日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 22,069 22,069

  資本剰余金 15,677 15,684

  利益剰余金 3,421 △712

  自己株式 △677 △677

  株主資本合計 40,491 36,363

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 2,788 2,582

  繰延ヘッジ損益 △44 △8

  土地再評価差額金 305 305

  為替換算調整勘定 △681 △710

  退職給付に係る調整累計額 1,099 1,042

  その他の包括利益累計額合計 3,466 3,211

 新株予約権 1 1

 非支配株主持分 2,320 2,184

 純資産合計 46,279 41,760

負債純資産合計 179,446 186,052
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年６月30日)

売上高 50,484 48,815

売上原価 44,181 42,721

売上総利益 6,302 6,093

販売費及び一般管理費 8,150 7,928

営業損失（△） △1,847 △1,834

営業外収益   

 受取利息 9 7

 受取配当金 107 120

 その他 82 101

 営業外収益合計 199 229

営業外費用   

 支払利息 254 256

 その他 22 21

 営業外費用合計 277 278

経常損失（△） △1,924 △1,883

特別利益   

 固定資産売却益 4 3

 投資有価証券売却益 7 －

 特別利益合計 11 3

特別損失   

 固定資産除却損 5 0

 特別損失合計 5 0

税金等調整前四半期純損失（△） △1,918 △1,880

法人税、住民税及び事業税 149 118

法人税等調整額 34 58

法人税等合計 183 176

四半期純損失（△） △2,102 △2,057

非支配株主に帰属する四半期純利益 53 26

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △2,156 △2,084
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年６月30日)

四半期純損失（△） △2,102 △2,057

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 533 △206

 繰延ヘッジ損益 72 36

 為替換算調整勘定 △5 △28

 退職給付に係る調整額 △46 △56

 その他の包括利益合計 554 △254

四半期包括利益 △1,548 △2,312

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △1,602 △2,338

 非支配株主に係る四半期包括利益 54 25
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

　　　該当事項はありません。

 

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

　 1 連結の範囲の重要な変更

　　　当第１四半期連結会計期間より、ラ・カーサYOKOHAMA㈱、Suteki America Corp.、Suteki Inc.、Suteki Korea

   Corp.、Suteki Europe N.V.、The Nice Holdings Inc.、The Nice Korea Corp.、ナイスホーム四国㈱、Suteki

   Nice Singapore Pte. Ltd.、PT. Suteki Nice Indonesia、Suteki France SAS、Suteki Construction BVBAを重要

   性が増したことにより連結の範囲に含めております。

　 2 持分法適用の範囲の重要な変更

　　　㈱ソーラーサーキットの家は清算が結了したため、当第１四半期連結会計期間より持分法適用の範囲から除外し

　　ております。　

 

(会計方針の変更等)

該当事項はありません。

 
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

該当事項はありません。

 

(追加情報)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年２月16日)等を当第１四半期連結会計

期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分

に表示しております。

 

(四半期連結貸借対照表関係)

 １　保証債務

 
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成30年６月30日)

顧客住宅ローンに関する抵当権設
定登記完了等までの間の金融機関
借入債務に対する連帯保証債務

6,257百万円 766百万円

 

 

２　当社は、運転資金の機動的な調達を行うため取引銀行３行と貸出コミットメント契約を締結しております。当第

１四半期連結会計期間末における貸出コミットメント契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成30年６月30日)

貸出コミットメントの総額 10,000百万円 10,000百万円

借入実行残高 ―百万円 2,000百万円

差引額 10,000百万円 8,000百万円
 

 

※３ 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理

当第１四半期連結会計期間末日は金融機関の休業日でありましたが、満期日に決済が行われたものとして処理し

ております。

     当第１四半期連結会計期間末日満期手形は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成30年６月30日)

受取手形 1,250百万円 953百万円

支払手形 3,436百万円 3,235百万円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。

 なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれ

　んの償却額は、次のとおりであります。

  
前第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
至 平成30年６月30日)

減価償却費  435百万円 459百万円

のれんの償却額  34百万円 33百万円
 

 

(株主資本等関係)

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日)

配当金支払額

 

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年６月29日
定時株主総会

普通株式 375 4 平成29年３月31日 平成29年６月30日 利益剰余金
 

(注) 平成29年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しております。１株当たり配当額につ

いては、当該株式併合前の実際の配当額を記載しております。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成30年４月１日 至 平成30年６月30日)

配当金支払額

 

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成30年６月28日
定時株主総会

普通株式 281 30 平成30年３月31日 平成30年６月29日 利益剰余金
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    (単位：百万円)

 

報告セグメント
その他
（注）

合計

建築資材 住宅 計

売上高      

 外部顧客への売上高 39,964 8,823 48,787 1,696 50,484

 セグメント間の内部
 売上高又は振替高

1,699 70 1,770 903 2,673

計 41,664 8,893 50,558 2,599 53,158

セグメント利益又は損失(△) 364 △1,584 △1,219 2 △1,217
 

(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建築工事事業、ソフトウェア開

発・販売事業及び一般放送事業等を含んでおります。

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）

 (単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 △1,219

「その他」の区分の利益 2

セグメント間取引消去 △55

全社費用(注) △575

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △1,847
 

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成30年４月１日 至 平成30年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    (単位：百万円)

 

報告セグメント
その他
（注）

合計

建築資材 住宅 計

売上高      

 外部顧客への売上高 39,731 7,500 47,232 1,583 48,815

 セグメント間の内部
 売上高又は振替高

885 42 927 1,028 1,956

計 40,617 7,543 48,160 2,612 50,772

セグメント利益又は損失(△) 142 △1,505 △1,363 10 △1,352
 

(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建築工事事業、ソフトウェア開

発・販売事業及び一般放送事業等を含んでおります。

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）

 (単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 △1,363

「その他」の区分の利益 10

セグメント間取引消去 △37

全社費用(注) △444

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △1,834
 

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

 

(企業結合等関係)

該当事項はありません。　

 

EDINET提出書類

すてきナイスグループ株式会社(E02584)

四半期報告書

16/19



 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
至 平成30年６月30日)

１株当たり四半期純損失 229円89銭 222円23銭

 (算定上の基礎)   

 親会社株主に帰属する
　四半期純損失                          (百万円)

2,156 2,084

 普通株主に帰属しない金額              (百万円) ― ―

 普通株式に係る親会社株主に帰属する
　四半期純損失        　　　　　　　   (百万円)

2,156 2,084

 普通株式の期中平均株式数                (千株) 9,380 9,378

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た
り四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

―――― ――――

 

(注) １. 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失

が計上されているため、記載しておりません。

２. 平成29年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しております。前連結会計年度の期

首に当該株式併合が行われたと仮定し、「１株当たり四半期純損失」を算定しております。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成30年８月７日

すてきナイスグループ株式会社

取締役会  御中

 

監査法人　原会計事務所
 

 

代表社員

業務執行社員
 公認会計士 六 本 木   浩 　 嗣  印

 

 

業務執行社員  公認会計士 遠　　藤   朝 　 彦 印
 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているすてきナイスグ

ループ株式会社の平成30年４月１日から平成31年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成30年４

月１日から平成30年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成30年４月１日から平成30年６月30日まで）に係

る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注

記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、すてきナイスグループ株式会社及び連結子会社の平成30年６月30

日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる

事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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